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１） 日本郵便の新一般職
  日本郵便は、2014 年４月から総合職、地域基幹職、
新一般職なるコース制を導入し、従来の一般職は
地域基幹職となり、新一般職は有期雇用の非正規
雇用労働者から試験により内部登用される（１図）。
　新一般職は業務範囲、転勤範囲が限定され、業
務は標準（定型）業務を中心に補助業務が中心と
なる（２図）。新一般職は役職登用は無し、転居を
伴う転勤も無いが、勤務先が閉局になっても、近
隣局に配置転換するという「約束」があるという。
この意味では、職務限定型（ジョブ型）正社員と
いうもので、有期雇用と比較すれば、雇用は安定
している。
　しかし賃金を見れば、低賃金雇用であることが
わかる。新一般職の基本給は「役割基本給」と「役
割等級」からなるが、「役割等級」は役職登用がな
いので、平社員水準の 39,000 円のまま据え置きと
なる。「役割基本給」は査定昇給である。給与水準

は、期待役割等を踏まえ現行一般職（担当者クラ
ス）と月給制契約社員（期間雇用社員）の中位程
度で設計され、上限は 204,100 円であり、従来型
一般職の上限 281,400 円と比べると、かなり低く
設定されている。新一般職のモデル年収をみると
31 歳で役割基本給 125,200 円・成果給 39,000 円
で合わせて 164,200 円が基本給で、これに諸手当
99,526 円が付いて月例給与は 263,726 円、賞与 4.3
月として年収は 396 万円である。一方、地域基幹
職の標準だと 32 歳あたりで年収 500 万円である
から、年収ベースでは 100 万円ほど低い。地域基
幹職の標準モデルは昇給がストップする 50 代なか
ばには年収 750 万程度になるが、新一般職は 54
歳の 482 万円が最高値で、55 歳では 467 万円に
下がって定年まで変わらない（１表）。このように
中高年層をみると地域基幹職と新一般職では大き
な格差が生じている１。
　新一般職導入後の日本郵便の労働力構成をみる
と、従来の主任・一般職（地域基幹職）は大幅に
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出所：日本郵便「コース制の導入について」

出所：１図に同じ

【２表】　日本郵便の労働力構成
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減少し、現場の主力は新一般職となる（２
表）。つまり低賃金の一般職が現場の主流
になるのである。このように考えると、
新一般職制度は従来より低賃金の「正社
員」を創り出したということである。

２） 三越伊勢丹の「メイト社員」
　三越伊勢丹の社員制度は、社員—メイ
ト社員—フェロー社員という雇用形態に
おいても、人事処遇制度においても格差
的な制度となっている（３・４図）。
　三越伊勢丹の社員制度のうち、ここで
検討すべきはメイト社員制度である。三
越伊勢丹は、2010 年度からメイト社員と
呼ばれる非正規社員を無期雇用の社員に
する人事制度を導入した。これは、経験
を積んだメイト社員が他社の社員として
採用されることが相次いだことがきっか
けだという。非正規社員の処遇を「改善」
することで、囲い込むことを目的として
いるようだ。
　メイト社員は、月給制のフルタイム勤
務で、入社してから３年目までは有期雇
用であるが、４年目に自動的に無期雇用
となる。
　社員とメイト社員の違いは、社員はマ
ネージャークラスまで昇格できるのに対
し、メイト社員はメイト社員のままでは
担当リーダーまでと昇格と役割に限界が

【１表】　（新）一般職モデル年収〈グループ全国平均〉

出所：１図に同じ

出所：１図に同じ
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設けられていることである（５図）。また異動は、
社員の場合は、出向も含む全国異動が課せられてい
るのに対し、メイト社員はエリア間異動は無い。エ

リア間異動がないということは、自分の所属してい
る店舗が閉鎖されれば、「解雇」されるということ
になるのか、この点について明確な説明はない。

　メイト社員の給与制度は緩やかな役
割成果給で、評価に応じて担当職レベ
ルでも「緩やかに昇給」する制度となっ
ている。評価は目標管理制度で、中期・
年度計画に基づいて、部門・役割ごと
の目標計画が立てられ、それが個人目
標に具体化され、その目標達成度は評
価される。
　社員は評価と昇格に応じて昇給する
が、メイト社員の場合は評価による昇
給のみとなっている。ただし、社員と
メイト社員はリーダークラスまでは、
基本給の上限は同じになるように設定
されているが、社員とメイト社員の間
では、賞与では格差が設けられている。
　三越伊勢丹のメイト社員制度は、
コース制と同じで、採用時から給与制
度も処遇も異なるもので、社員は総合
職、メイト社員は一般職といった、金
融機関などに見られるコース制に類似
している。それは、メイト社員の大
部分が女性であり、男性はほとんど
いないこと、大学新卒採用もありで、
大卒社員初任給（2014 年４月）は
207,000 円であるのに対し、メイト
社員は 177,000 円と異なることから、
総合職・一般職というコース制と類似
していると言うことができる。

【３図】三越伊勢丹の労働力構成

【4図】格差的な従業員構成

【5図】社員種別ごとの昇格テーブル

出所：「三越伊勢丹「メイト社員」人事処遇制度の概要」2014 年 3月

出所：３図に同じ

出所：３図に同じ
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出所：ファーストリテイリングHP

３） ユニクロのＲ社員
　ユニクロのブランドで有名なファーストリテイ
リングは従来からの地域限定社員制度をＲ社員と
する制度を 2014 年から導入し、募集を始めた。
それと同時に、社員をＮ社員（国内）、Ｇ社員（グロー
バル）に分けることにした。
　ユニクロの 2015 年 8 月期の国内従業員数は
27648 人で、うち社員は 11424 人、準社員・アル
バイトが 16224 人である。この数字を 2014 年 8
月期と比べると、社員が 7242 人増加する一方で、
準社員・アルバイトは 1484 人減少している。ファー
ストリテイリングでは 16000 人いる準社員・アル
バイトの相当部分を地域限定正社員へ転換し、最
終的には 18000 人程度をＲ社員にする方針だとい
う（「日経ビジネスオンライン」2014 年 3 月 24 日）。
職務は単なる販売だけではなく、商品管理、新入
社員やアルバイトの教育も担わせ、能力次第では
店長や店長代理の職務まで担うことを想定してい
る。最終的には、繁忙期以外は、店舗は店長（Ｎ
社員あるいはＲ社員）—店長代理 1 ～ 2 名（Ｎ社
員あるいはＲ社員）—販売員（Ｒ社員）で運営す
ることを目指している。柳井社長は販売員に対し
て「今の効率の２倍を求める」と 2014 年 3 月 11
日の店長や幹部など 4000 人が参加するＦＲコン
ベンションで述べた。

　Ｒ社員は異動のない地域限定ということだけで、
福利厚生や社会保険などは正社員と同じとされて
いるが、賃金はＲ社員用賃金体系が適用される。
その場合、Ｒ社員の賃金水準はＮ社員の賃金に近
づいていくという。そうすると、現在の販売員の
最高グレード（Ｊ 3）の平均年収は 454 万程度（但
し同じＪ 3 でも格差は大きく、最低の 362 万円か
ら最高の 618 万円まで 250 万円以上の差がある）
であるから、Ｒ社員の賃金も 450 万円程度になる

（６図）。店長代理や店長に昇格しなければ、ユニ
クロのＲ社員は（Ｎ社員も）最高でも 400 万円台
にとどまるということである。現在の時給制に比
べれば給与は上がるが、誰もがＲ社員になれるわ
けではなく、試験や条件も明確にして移行を進め
るという。
　以上からわかるのは、ファーストリテイリング
は店舗の第一線にたつ販売員はＲ社員中心にして、
無限定のＮ社員は店長などとして店舗運営に携わ
るようにすることを企図しているということであ
る。時給制のアルバイトからＲ社員への転換を進
めるので、人件費は上がるが、それはＲ社員の生
産性を 2 倍程度に高めることで吸収するというこ
とで、労働者の側からはより一層過重労働に追い
込まれる可能性がある２。同時にＮ社員もＲ社員も
店長以上への昇格は自ずと限定されるから、販売
職にとどまる限り賃金水準としては 400 万円程度

になり、その金額で生計を賄えということで
もある。

　限定正社員制度の賃金実態を見ると、雇用
は事業所の存続を前提に一定程度保障されて
いるが、全国転勤がないことや職務の違いな
どを理由に、日本郵便の新一般職や三越伊勢
丹のメイト社員は従来型正社員と比べれば低
賃金である。またファーストリテイリングの
ように、限定正社員の賃金は従来型正社員の
賃金に近づく場合、従来型正社員の賃金低下
と非正規社員の限定正社員化による賃金上昇
がパラレルに進む場合も見られる。
　また雇用の安定という点では、限定正社員
制度は非正規雇用よりも安定しているとはい
え、この制度を導入しているのはユニクロの
ような流通産業やすき家のような外食産業で
あることからわかるように、出店と閉店が多

【6図】　ユニクロのグレード別年収　
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い産業でもある。自分が勤務している店舗が閉鎖
される場合、近隣店舗に配転される可能性はある
が、退職に追い込まれる労働者も出てくると思わ
れる。この意味では、「今後、不況の波に襲われ
ることがあれば、非正規と同様に雇用の『調整弁』

になりうる存在と言えそうだ」（（『週刊東洋経済』
2015 年 10 月 17 日号、P82）ということもできる。
　このように見てくると、限定正社員制度は、「不
安定さ」をもつ低賃金雇用という側面も有すると
いうことに注意しなければならない。

【注釈】

１　従来型正社員の地域基幹職と大きな賃金格差があるだけでなく、期間雇用社員と比べても「時給換算で 400 円以上下がる」（『週
刊東洋経済』2015 年 10 月 17 日号、P87）ということもあり、期間雇用社員から一般職への応募は思ったよりも少ないという。

２　ユニクロは過酷な労働実態と残業の多さで離職率が高く、ブラック企業と批判された過去がある。「12 年入社社員でもすでに３割
が退職」（『週刊東洋経済』2015 年 10 月 17 日号、P80）しているとされ、現在でも離職率は高い。したがって仕事の効率を２倍
に高めるとすれば、かなりの過重労働になる危険性がある。




